
○ 茅 ヶ 崎 市 み ど り 審 議 会 規 則  

平 成 22年 7月 1日  

規 則 第 33号  

(趣 旨 ) 

第 1条  こ の 規 則 は 、 茅 ヶ 崎 市 附 属 機 関 設 置 条 例 (平 成 10年 茅 ヶ 崎 市 条

例 第 44号 )に 基 づ き 設 置 さ れ た 茅 ヶ 崎 市 み ど り 審 議 会 (以 下「 審 議 会 」

と い う 。)の 所 掌 事 項 、組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

(所 掌 事 項 ) 

第 2条  審 議 会 は 、都 市 緑 地 法 (昭 和 48年 法 律 第 72号 )第 4条 第 1項 の 規 定

に 基 づ く 緑 地 の 保 全 及 び 緑 化 の 推 進 に 関 す る 基 本 計 画 の 策 定 及 び 変

更 並 び に 当 該 計 画 及 び 生 物 多 様 性 基 本 法 (平 成 20年 法 律 第 58号 )第 13

条 第 1項 の 規 定 に 基 づ く 生 物 の 多 様 性 の 保 全 及 び 持 続 可 能 な 利 用 に

関 す る 基 本 的 な 計 画 の 策 定 及 び 変 更 並 び に こ れ ら の 計 画 に 基 づ く 施

策 の 推 進 に 関 す る 事 項 に つ き 市 長 の 諮 問 に 応 じ て 調 査 審 議 し 、 そ の

結 果 を 答 申 し 、 又 は 建 議 す る も の と す る 。  

(平 28規 則 38・ 令 2規 則 33・ 一 部 改 正 ) 

(委 員 ) 

第 3条  審 議 会 の 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

(1) 市 民  

(2) 関 係 団 体 の 代 表 者  

(3) 学 識 経 験 を 有 す る 者  

2 委 員 の 任 期 は 、 2年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の

残 任 期 間 と す る 。  

3 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  

(会 長 及 び 副 会 長 ) 

第 4条  審 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 1人 を 置 き 、委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。 

2 会 長 は 、 審 議 会 の 会 務 を 総 理 し 、 審 議 会 を 代 表 す る 。  

3 副 会 長 は 、会 長 を 補 佐 し 、会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が 欠 け た

と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

(会 議 ) 

第 5条  審 議 会 の 会 議 は 、 会 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。  
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2 審 議 会 の 会 議 は 、委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 開 く こ と が で き な

い 。  

3 審 議 会 の 会 議 の 議 事 は 、出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、可 否 同 数 の と き

は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

(意 見 の 聴 取 等 ) 

第 6条  審 議 会 は 、そ の 任 務 を 行 う た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、会

議 に 関 係 者 の 出 席 を 求 め 、 そ の 意 見 又 は 説 明 を 聴 く こ と が で き る 。  

(庶 務 ) 

第 7条  審 議 会 の 庶 務 は 、 都 市 部 景 観 み ど り 課 に お い て 処 理 す る 。  

(委 任 ) 

第 8条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 会 長 が 審 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

附  則  

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

2 茅 ヶ 崎 市 緑 の 基 本 計 画 策 定 委 員 会 規 則 (平 成 19年 茅 ヶ 崎 市 規 則 第 31

号 )は 、 廃 止 す る 。  

附  則 (平 成 28年 規 則 第 38号 ) 

こ の 規 則 は 、 平 成 28年 7月 1日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (令 和 2年 規 則 第 33号 ) 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


